
【新型コロナウイルスに係るインドネシア政府による入国時の措置（インドネシア入国時におけ

る検疫の取扱い）】 

 

令和２年５月２５日（総２０第６８号） 

在デンパサール日本国総領事館 

 

●インドネシア保健省は，５月２２日付けで新たな通達を発出し，入国時の検疫において，迅速

抗体検査（Rapid Test）の結果が陰性であっても，更に PCR 検査を実施するとしました。同通達

は，この PCR 検査の結果が陰性であっても，その後１４日間の自主隔離を求めており，既に２３

日より，スカルノ・ハッタ国際空港において，同通達の運用開始が確認されています。 

●入国時の PCR 検査を求められる外国人（日本人を含む。以下同様。）については，ジャカル

タ市内の隔離施設において検体を採取された後，結果が判明するまでは，インドネシア政府新

型コロナウイルス即応タスクフォースの管理下にあるホテルにおいて，最大４日間程度待機す

る模様です。当該ホテルでの滞在費用は，本人の負担とされています。 

●PCR 検査の結果が陰性であることを示す健康証明書を携帯している外国人についても，到

着時の空港での追加的な健康検査で新型コロナウイルス感染症特有の症状がなくとも，各自

自宅において１４日間の自主的な隔離が求められています。 

 

１．インドネシアにおける入国時の検疫に関しては，５月１９日付け当館領事メール

（ https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100056621.pdf ）のとおり，日系航空会社を

利用してスカルノ・ハッタ国際空港からインドネシアに入国しようとする日本人に対しては，到着

時に行われる追加的な健康検査における迅速抗体検査（Rapid Test）の結果が陰性であれば，

持参した健康証明書に PCR 検査結果の記載がなくても，インドネシアへの入国が実際の運用

において特例的に可能とされており，現在もこのとおりです。 

 

２．一方，インドネシア保健省は，５月２２日付けで新たな通達を発出し，スカルノ・ハッタ国際空

港（ジャカルタ）及びジュアンダ国際空港（スラバヤ）におけるインドネシア入国時の検疫におい

て，迅速抗体検査（Rapid Test）の結果が陰性であっても，更に PCR 検査を実施するとしました。

同通達は，この PCR 検査の結果が陰性であっても，その後１４日間の自主隔離を求めていま

す（陽性の場合は，病院へ搬送される。）。スカルノ・ハッタ国際空港においては，既に２３日より， 

PCR 検査の実施を含めた同通達の運用開始が確認されています。 

 

３．インドネシア入国時の PCR 検査を求められる日本人を含む外国人については，ジャカルタ

市内の隔離施設において検体を採取された後，結果が判明するまでは，インドネシア政府新型

コロナウイルス即応タスクフォースの管理下にあるジャカルタ市内のホテルにおいて，最大４日

間程度待機する模様です。当該ホテルでの滞在費用は，本人負担とされています。 

 

４．PCR 検査の結果が陰性であることを示す健康証明書を携帯している日本人を含む外国人

についても，到着時の空港での追加的な健康検査で新型コロナウイルス感染症特有の症状が



なくとも，各自自宅において１４日間の自主的な隔離を行うことが求められています。 

 

５．なお，日本人が提出した PCR 検査の結果が陰性であることを示す健康証明書について，空

港の検疫官から疑問が呈されたとの情報にも接しています。PCR 検査結果を示す健康証明を

もって入国しようとする場合，検査結果の取得の背景等を説明できるよう注意してください。 

 

６．状況の推移に伴い，インドネシア政府は，インドネシア出入国に関する制度やその運用を随

時変更しており，突然に入国規制が強化される可能性があります。邦人の皆様におかれては

最新の関連情報にご留意下さい。なお，バリ州新型コロナウイルス感染症対策本部からの追

加情報によれば，バリ州政府が求める出域時の PCR 検査結果は，次の渡航先でバリ州政府

が求めているのと同様に PCR 検査結果の提示を求めている場合に必要であって、それ以外の

場合には，従来の迅速抗体検査（Rapid Test)を提示することで充分とされています。詳しくは，

航空券を手配する際，航空会社に必要な提出資料を確認してください。 

 

７．４月１日付け当館領事メール

（ https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100039065.pdf ）のとおり，インドネシアには

感染症危険情報のレベル３「渡航中止勧告」が出されています。やむを得ない事情等によりイ

ンドネシアへの渡航を計画されている方及び近々日本への帰国を含む渡航（一時帰国を含む）

を計画されているインドネシア滞在中の邦人の方におかれましては，かかる渡航情報に留意す

るとともに，インドネシアへ渡航する場合には，最新情報を確認してください。 

 


